
病児保育室       0595-24-7605

病気中もしくは病気の回復期にあり、通園
　  または通学が困難であること。

市内および伊賀・山城南・東大和定住自立圏域
(山添村・南山城村・笠置町)に居住しているまた
は保護者が伊賀市内の事業所にお勤めの方。

保育所(園)や幼稚園などに通う乳児(生後6ヵ月
以上)や幼児または、小学校に通う児童。(一時
預かり保育を利用している子どもも可)

保護者の勤務等の都合により、家庭での保育が　
困難であること。または通学が困難であること。

利用できる日

休室日

利用できる病気の範囲

利用定員

※その他小児科の休診日(お盆、年末年始等)は休室となります
※閉室の10分前までにお迎えをお願いします。

月曜日〜水曜日・金曜日の午前9時〜午後6時
 土曜日の午前9時〜午後5時

木曜日・日曜日・祝日

ご利用条件
以下の全ての条件を満たしていることが必要です

利用予約は当日AM8:00〜

子育てと
仕事の両立を
支援します

注意事項

突然来所されても人数に限りがあり、ご利用できない場合があります。
必ず事前に電話で空き状況をご確認ください。

突然来所されても人数に限りがあり、ご利用できない場合が
あります。必ず事前に電話で空き状況をご確認ください。

利用中に必要に応じてお子さんが診察および治療を受けた
　  場合は、治療費を病院窓口でお支払いください。

お迎えは、利用時間終了の10分前までにお願いします。
     緊急の場合は、事前に必ずご連絡ください。

〜病児保育室の予約等に関すること〜
ゆめこどもクリニック伊賀病児保育室

0595-24-7605

〜病児保育室の事業等に関すること〜
伊賀市役所 こども政策課

0595-22-9677

お問い合わせ先

風邪(発熱,咳,鼻水など)
感染性胃腸炎などの日常的にかかる病気
インフルエンザ,水ぼうそう,おたふくかぜ等の感染症
気管支喘息などの慢性疾患
医師が利用可能と判断した病気

病児保育室病児保育室のの

ご案内ご案内

※当日の診察で、点滴が必要なくらい脱水になっている　
　場合や特別な処置が必要な病気、ケガなどの場合は、
　医師の判断によりお預かりでない場合があります。

１日４人１日４人
4つ保育室があり、基本的には個室
で保育させていただきます。
※５名以上の利用がある場合のみ、医師の判断で同　

　室になることもあります。

　同室が不安な方はご相談ください。

※受け入れ状況によっては、定員によらず

　利用を制限または増減することがあります。



SCHEDULESCHEDULE

世帯の区分
市内に居住
している方

市外に居住
している方

(１)所得税課税世帯 1000円／1日

1000円／1日(２)市町村民税所得割課税世帯
((１)に該当する世帯を除く)

500円／1日

(３)市町村民税非課税世帯　
  　または生活保護世帯

無料

利用料金

□書類(申請書・連絡票)
□昼食、おやつ、飲み物等
　(月齢や体調に合わせてお持ちください)
□布団 □タオルケット
□オムツ、おしり拭き
□着替え一式(下着含む)
□ビニール袋
□手拭きタオルかハンカチ
□食器類、哺乳瓶、お気に入りのおもちゃ、
　 学習用品などは必要な方のみ

〜内服中のお薬がある場合〜
□お薬手帳と薬剤情報提供書
　(市販の薬もお持ちいただけます。)

 □健康保険証・マイナンバーカード
 □福祉医療費受給資格証
 □母子健康手帳

診察開始

お迎え
利用料金のお支払い
(土曜日は16:50まで)

もちものもちもの

ご利用方法ご利用方法

※令和5年4月1日より前日予約制度を廃止しています。

電話受付開始

おやつ

閉室
(土曜日は17:00閉室)

おやつ(月齢に合わせて）

おひるごはん
（順次お昼寝）

当日必要な持ち物(必要書類・荷物)を用意し、病児保育室
までお越しください。その後、ゆめこどもクリニック伊賀
で診察を受けてください。(診察は毎回必要です。)

〜必要書類〜
伊賀市病児保育室利用登録申請書兼利用申込書
保護者連絡票

必要書類はホームページからダウンロードできます。
当日お渡し、記入もしていただけます。

病児保育室ご利用希望の方の診察開始時間は、
最短で朝8時45分からです。

当日の朝、電話で空き状況を確認してください。

朝8時から予約受付開始　　電話：0595-24-7605
(病児保育の予約完了後に別で診察予約をする必要はありません。)

クリニック受診時

 ※ お茶､布団､オムツは有料で貸し出し､販売も
　  行っています。詳しくは利用時にお尋ねください。

 ※飲食物の冷蔵、冷凍、温めは可能です。

保育時

保育開始

までまで

08:0008:00

08:4508:45

10:0010:00

15:0015:00

17:5017:50

18:0018:00

11:0011:00

09:0009:00

(一
例
)

※定住自立圏域(山添村・南山城村・笠置町)に
　居住されている方も対象となります。


